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町
内
の
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
た
め
、

現
在
、
休
所
中
の
東
浜
保
育
所
の
施
設
を
、

親
子
ふ
れ
あ
い
の
場
所
、
遊
び
の
自
由
空
間

と
し
て
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
次
の

と
お
り
開
放
し
ま
す
。
天
気
が
良
く
て
も
悪

く
て
も
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
家
庭
か
ら

離
れ
て
親
子
で
ふ
れ
あ
い
を
し
て
み
ま
せ
ん

か
。
多
数
の
来
場
を
お
待
ち
し
ま
す
。

利
用
で
き
る
日

　

月
・
水
・
金
・
日
曜
日

利
用
で
き
る
時
間

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

利
用
の
方
法

月
・
水
・
金
曜
日
は
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

に
事
前
に
申
込
み
し
て
く
だ
さ
い
。

日
曜
日
は
申
込
み
は
不
要
で
す
。
直
接
、

旧
東
浜
保
育
所
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

利
用
で
き
な
い
日

火
・
木
・
土
曜
日
、
祝
祭
日
、
盆
、
年
末

年
始

利
用
で
き
る
人

保
護
者
と
子
ど
も
さ
ん
で
の
利
用
と
し
ま
す
。

※
子
ど
も
の
み
の
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

対
象
工
事

・
住
宅
の
修
繕
、
補
修
及
び
増
改
築

・
壁
紙
の
張
り
替
え
、
屋
根
又
は
外
壁
の
塗
り

替
え
等
の
模
様
替
え

・
そ
の
他
住
宅
に
附
属
す
る
設
備
等

条
件
等

・
工
事
費
が
10
万
円
以
上
の
も
の

・
町
の
他
の
制
度
に
よ
る
助
成
を
受
け
て
い
な

い
も
の

　
（
重
複
し
な
い
場
合
は
対
象
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。）

・
平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で
に
工
事
完
了
で
き

る
も
の

・
町
内
に
所
在
す
る
法
人
の
事
業
所
又
は
町
内

に
住
所
を
有
す
る
個
人
の
事
業
所
の
施
工
で

あ
る
こ
と

対
象
工
事

・
対
象
工
事
は
新
築
と
し
、
条
件
は
、
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
を
準

用
す
る

　

た
だ
し
、
施
工
業
者
は
町
外
で
も
可

　

ま
た
、
年
度
内
に
着
工
予
定
と
し
て
申
請
さ
れ
た
も
の

対
象
住
宅

・
自
ら
居
住
す
る
た
め
に
町
内
に
建
築
す
る
住
宅
で
あ
る
こ
と

・
住
居
の
み
を
対
象
と
し
、
長
屋
、
倉
庫
等
は
対
象
と
し
な
い

申
込
み
資
格
（
次
の
要
件
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
）

・
岩
美
町
内
に
お
住
み
か
（
住
民
登
録
又
は
外
国
人
登
録
し
て

い
る
方
）
、
新
築
後
転
入
予
定
の
方
で
、
今
後
５
年
以
上
は

岩
美
町
に
居
住
す
る
予
定
の
方

・
本
人
及
び
同
居
の
家
族
が
町
税
や
町
の
使
用
料
等
に
滞
納
が

無
い
方
（
転
入
の
場
合
は
、
前
住
所
で
の
同
様
の
証
明
が
必

要
）

助
成
額
（
１
回
の
み
）

・
20
万
円

・
た
だ
し
、
同
一
世
帯
内
に
２
世
代
以
上
の
夫
婦(
親
世
代
に
つ

い
て
は
夫
婦
の
離
別
・
死
別
を
問
わ
な
い)

が
居
住
す
る
予
定

の
世
帯
（
多
世
代
同
居
世
帯
）
に
つ
い
て
は
、
25
万
円

対
象
住
宅

・
自
ら
居
住
す
る
町
内
の
持
ち
家
で
あ
る
こ
と

・
人
が
居
住
す
る
母
屋
の
み
を
対
象
と
し
、
長

屋
、
倉
庫
等
は
対
象
と
し
な
い

申
込
み
資
格
（
次
の
要
件
す
べ
て
に
該
当
す
る

方
）

・
岩
美
町
内
に
お
住
ま
い
で
、
岩
美
町
に
住
民

登
録
又
は
外
国
人
登
録
を
し
て
い
る
方

・
本
人
及
び
同
居
の
家
族
が
町
税
や
町
の
使
用

料
等
に
滞
納
が
無
い
方

助
成
額

・
助
成
工
事
に
か
か
る
経
費
の
10
％
（
上
限

10
万
円
、
千
円
未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て
）

・
次
に
該
当
す
る
場
合
に
は
助
成
工
事
に
係
る

経
費
の
15
％
（
上
限
15
万
円
、
千
円
未
満
の

端
数
は
切
り
捨
て
）

　

①
満
18
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
す
る
世
帯（
子

育
て
世
帯
）

　

②
同
一
世
帯
内
に
２
世
代
以
上
の
夫
婦(

親

世
代
に
つ
い
て
は
夫
婦
の
離
別
・
死
別
を

問
わ
な
い)

が
居
住
し
て
い
る
世
帯
（
多

世
代
同
居
世
帯
）

リ
フ
ォ
ー
ム
助
成

新
築
助
成

４
月
４
日
～


